
 

和光市アーバンアクア公園指定管理業務サウンディング調査実施要領 

 

１.調査の目的 

和光市アーバンアクア公園（愛称：和光スポーツアイランド）は、指定管理者制度を

導入し、管理運営を行っています。 

この度、現在の指定管理期間が令和 8 年 3 月 31 日で終了するため、次期指定管理者

の選定を実施予定です。これにあたり、当市が検討している事業内容について、民間事

業者の意向や市場の動向等、事業者の皆様からの意見を広く求め、今後の事業実施を円

滑に進めることを目的として、調査を実施します。 

 

２.調査の概要 

（1）対象施設 

和光市アーバンアクア公園（埼玉県和光市新倉 6 丁目 1 番 10 号地内） 

（2）対象業務 

  「和光市アーバンアクア公園指定管理者募集要項」（令和３年１月）内、 

【４ 指定管理者が行う業務】のとおり 

（3）予算規模（令和 6 年度予算ベース） 

30,250 千円/年 

（4） 対象者 

本事業に関心のある法人または法人のグループ。ただし、次のいずれかに該当す

る場合は除く。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者。 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する者。 

③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）に基づく処分の対象となっている者。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく更生又は再生手続中の者。 

⑤ 本市と現在係争中の者。 

（5）対話のテーマ 

和光市が想定している指定管理業務に対するご意見・ご要望 

① 対象業務の運用について 

② 事業費の考え方について 



③ 事業履行体制の考え方について 

④ 夜間運用について 

⑤ その他（事業への参加可能性など） 

 

３.調査の方法 

（1）参加申込み 

令和７年２月１２日（水）１７時までに、「参加申込書」に必要事項を記入の上、ス

ポーツ青少年課にメールにてご提出ください。対話当日の参加人数は一団体 4 名まで

とします。 

サウンディングの日時等が決まりましたら、メールにてご担当者様に連絡します。

なお、申込多数の場合や参加希望日程が重複した場合は、参加をお断りする場合がご

ざいます。予めご了承ください。 

（2）実施日程 

  2 月１８日（火）９：３０～、１１：００～、１３：３０～、１５：００～ 

２月１９日（水）１３：３０～、１５：００～ 

  （※）各回最長１時間まで実施します。 

（3）調査会場 

和光市役所（詳細は決定時にご連絡します。） 

（4）実施方法 

①対話は参加事業者のアイデアやノウハウを保護するため、個別に非公開で実施し

ます。 

②当日の対話のために必要な資料がある場合は、当日 4 部用意して下さい。 

③必要に応じて追加のヒアリング等を依頼する場合がありますので、ご協力をお願

いします。 

（5）サウンディングの結果公表 

結果については、令和７年 3 月下旬頃、市ホームページにて公表します。 

参加者が特定される内容及び事業者のノウハウ等は非公開としますが、公表前に

公表資料を確認していただきますので、非公表としたい内容はその時点で意思表示

をお願いします。 

４.留意事項 

（1）調査においていただいたご意見、ご提案等は事業実施の検討や今後公表する公募

要項等の参考にさせていただきます。 

（2）対話での発言は、市及び民間事業者ともに、現時点で想定しうるものとし、今後

の事業進捗において拘束するものではありません。 

（3）調査において提出いただいた資料の著作権は提出事業者にありますが、提出され



た資料の返却はいたしません。なお、結果の公表、事業者の検討以外の目的で提出

書類等を使用することはありません。 

（4）調査への参加は、今後の事業者選定に一切影響を与えるものではありません。今

回の調査に不参加の場合でも、本事業実施における事業者募集への応募は可能です。 

（5）調査への参加や資料作成、提出等に係るすべての費用は参加者の負担とします。 

 

５.申込先・お問い合わせ先 

和光市教育委員会事務局 スポーツ青少年課 スポーツ振興担当 

〒351-0192 埼玉県和光市広沢 1-5 

電話：048-424-9117 

ＦＡＸ：048-464-2615 

メールアドレス：c0400@city.wako.lg.jp 


